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（３）定期監査における指摘事項等の件数 

（単位：件） 

区 分 
指摘事項 検討を求める事項 注意を求める事項 計 

R7 R6 R7 R6 R7 R6 R7 R6 

1 服務関係 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 文書 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 収入 0 0 0 0 0 1 0 1 

4 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 契約 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 工事等の執行 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 補助金等 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 財産管理 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 現金の取扱い 0 0 0 0 1 0 1 0 

10 その他 

（内部統制含む） 
0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 1 2 1 2 

 ３課２署 ２課２署  

（指 摘 事 項）違法又は不当な事項で、誤りの程度が重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの 

（検討を求める事項）違法又は不当な事項で、改善について検討を求めることが適当なもの 

（注意を求める事項）違法又は不当な事項で、注意を求めることが適当なもの 

 

（４）監査結果の講評 

監査委員が指摘事項等の監査講評を行い、是正、改善を要請した。 
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２ 監査の結果 

監 査 の 対 象 

事務局 給付課 

佐賀広域消防局 予防課 

佐賀広域消防局 警防課 

佐賀広域消防局 小城消防署 

監 査 の 結 果 財務等に関する事務の執行については、おおむね良好に処理されていた。 

 

 

監 査 の 対 象 佐賀広域消防局 北部消防署 

監 査 の 結 果 

〇注意を求める事項 

 前渡資金出納簿の作成について 

車検等の費用について、現金で資金前渡を受けたあと、債権者に支払うまで

北部消防署で保管していたが、前渡資金出納簿が作成されていなかった。 

現金の取扱いについては、慎重に行うべきであり、前渡資金出納簿は、前渡

資金在高を整理して明確にする重要な帳簿であるため、佐賀中部広域連合財務

規則第５６条第１項に基づき適正に作成されたい。 

 


